
 

第十二号様式（第二十三条関係） 

 

（イ） 

 

植物等輸出検査申請書 

 

                             住 所 

                              氏 名                      

     年  月  日 

 

     植物防疫官 殿 

 

※積 載 船 （ 機 ） 名   

※記 号 及 び 番 号  

 積 載 予 定 月 日  

 積 載 港 名   

※陸 揚 港 名   ※輸入国名  

※荷 送 人 住 所 氏 名   

※荷 受 人 住 所 氏 名   

 輸入国政府の輸入許可番号  

※種類・名称 学 名 梱 数 数 量 産 地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備  考 
 

 

 備考 １ 検査報告書等を有する場合は、その旨を備考欄に記入するとともに、本申請書に添

付すること。 

２ ※印の欄には、英文を併記すること。  



 

（ロ） 

 

植物等輸出検査申請書（再輸出） 

 

                             住 所 

                              氏 名                      

     年  月  日 

 

     植物防疫官 殿 

 

※積 載 船 （ 機 ） 名   

※記 号 及 び 番 号  

 積 載 予 定 月 日  

 積 載 港 名   

※陸 揚 港 名   ※輸入国名  

※荷 送 人 住 所 氏 名   

※荷 受 人 住 所 氏 名   

 輸入国政府の輸入許可番号  

生産国の検疫証明書 No.                       原本     原本写 

再 梱 包 の 有 無   有  無 容器包装の変更の有無   有  無 

輸入時の植物防疫所の申請番号  

輸 入 後 の 保 管 場 所   

輸 入 後 の 保 管 方 法   

※種類・名称 学 名 梱 数 数 量 産 地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備  考 
 

 

 備考 １ 検査報告書等を有する場合は、その旨を備考欄に記入するとともに、本申請書に添

付すること。 

    ２ 生産国が発行した植物検疫証明書の原本又は原本の写し等を添付すること。 
３ ※印の欄には、英文を併記すること。



 

（ハ） 
 
  □輸出申告書             長殿 
  □輸出検査申請書      動物検疫所長殿 
  □植物等輸出検査申請書    植物防疫官殿 
 

【税関、動物検疫所、植物防疫所 共通様式】 
積載船（機）名［税、植］、とう載船舶（航空機）

名［動］ 
 

出港予定年月日［税］、とう載予定年月日［動］、積

載予定月日［植］ 
 

積込港［税］、積載港名［植］  

仕向地［税、動］、輸入国名［植］ 
（都市）              （国） 

輸
出
者 

（
荷
送
人
） 

氏名［税、動、植］ 

押印［税］ 
印  

住所［税、動、植］  

仕
向
人 

（
荷
受
人
） 

氏名［税、動、植］  

住所［税、動、植］  

申
請
者 

（
荷
送
人
） 

氏名［動、植］ 

押印［動、植］※ 
印  

住所［動、植］  

記号・番号［税、植］、商標［動］  

 

備考 １ ［動、植］氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。（※欄） 

   ２ ［植］英文を併記すること。 

 

【植物防疫所】 
申請年月日  

陸揚港名  

輸入国政府の輸入許可番号  

再輸出の場合は下記欄にも記入し、該当する□欄にレ印を記入すること 

生産国の検疫証明

書 
No.                      □原本         □原本写 

再梱包の有無 
□有   □無 

容器包装の変更の

有無 
□有   □無 

種類・名称 学名 梱数 数量 産地 

     

備考 
 

 

備考 １ 栽培地検査合格証票、野生植物原産地証明書又は輸出植物包装材料検査合格証明書を有する場合は、その旨を備考

欄に記入すること。 

   ２ 英文を併記すること。 

 

 

旧 14 号様式･･･繰上〔令和 5年 2月農林水産省令 5号〕 

本様式･･･一部改正〔昭和 27 年 4月農林省令 20 号・38年 6月 42 号・49 年 10 月 46 号〕、全部改正〔平成 7年 4月農林水産省

令 28 号〕、一部改正〔平成 11年 1月農林水産省令 1号〕、全部改正〔平成 17年 4月農林水産省令 59号〕、一部改正〔令和 2年

12 月農林水産省令 83 号・令和 3年 5月 34 号・令和 5年 2月 5号〕 


